
‭令和8年度遠隔教育指導支援ロボティクス調達業務契約書（案）‬

‭１　品目及び数量　　遠隔教育指導支援ロボティクス調達一式‬
‭２　契 約 金 額    ￥　　　　－‬
‭　　　　　　　　　　（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額￥　　　　－）‬
‭３　使用期間　  令和８年４月から令和９年３月末‬
‭４　納入場所　  大分県内の県立高校‬
‭５　契約保証金　  ￥　　　　－‬

‭発‬‭注‬‭者‬‭　‬‭大‬‭分‬‭県‬‭教‬‭育‬‭庁‬‭遠‬‭隔‬‭教‬‭育‬‭配‬‭信‬‭セ‬‭ン‬‭ター‬‭　‬‭所‬‭長‬‭　‬‭　‬‭　‬‭　‬‭（以‬‭下‬‭「甲」‬‭と‬‭い‬‭う。）‬‭と‬‭受‬
‭注者　　　　　　　　　（以下「乙」という。）とは、遠隔教育指導支援ロボティクス調達‬
‭一式（以下「授業支援ロボティクス」という。）の購入に関して、次のとおり契約を締結す‬
‭る。‬

‭（総則）‬
‭第１条　乙は、別紙「調達仕様書」に基づき、授業支援ロボティクスを納入しなければな‬

‭らない。‬
‭（納入の通知）‬

‭第２条　乙は、授業支援ロボティクスを納入しようとするときは、その旨を甲に通知しな‬
‭ければならない。‬
‭（検査）‬

‭第３条　甲は、授業支援ロボティクスの納入を受けたときは、その日から起算して１０日‬
‭以内に検査を行わなければならない。‬

‭２　甲は、検査の結果、授業支援ロボティクスの内容が調達仕様書で示した内容に相違して‬
‭いるなど不適切な箇所等があった場合は、乙は授業支援ロボティクスの修正または再発行‬
‭を行なわなければならない。この場合において、前項の時期は、授業支援ロボティクスの‬
‭再納入日から起算して１０日以内とする。‬
‭（契約金の支払い時期）‬

‭第４条　甲は、授業支援ロボティクスの納入を受けたのち、乙から適法な支払い請求書を‬
‭受理したときは、その日から起算して３０日以内に契約金を支払わなければならない。‬
‭（納入遅延に対する遅延利息）‬

‭第５条　乙の責めに帰する理由により、納入期限までに授業支援ロボティクスを納入しな‬
‭い場合は、乙は甲に対して遅延利息を支払うものとする。‬

‭２　前項の遅延利息の額は、納入期限の翌日から納入する日までの日数に応じ、契約金に対‬
‭し年２．５パーセントの割合を乗じて計算した額とする。‬
‭（契約の解除等）‬

‭第６条　甲は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。この‬
‭場合において、解除により乙に損害があっても、甲は賠償の責めを負わない。‬

‭（１）納入期限までに授業支援ロボティクスの納入を完了する見込みがないとき。‬
‭（２）‬ ‭天‬‭災‬‭地‬‭変‬‭そ‬‭の‬‭他‬‭乙‬‭の‬‭責‬‭め‬‭に‬‭帰‬‭す‬‭べ‬‭き‬‭理‬‭由‬‭に‬‭よ‬‭ら‬‭な‬‭い‬‭で‬‭納‬‭入‬‭期‬‭限‬‭ま‬‭で‬‭に‬‭授‬‭業‬‭支‬‭援‬‭ロ‬‭ボ‬

‭ティクスの納入ができないと認めたとき。‬
‭（３）乙に誠意がなく、完全に契約の履行を終わる見込みがないと認めたとき。‬
‭（４）契約の履行に関し、不正の行為があると認めたとき。‬
‭（５）乙が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７‬

‭７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）又は暴力団（同法第２条第２号に‬
‭規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と密接な関係を有すると認められたと‬
‭き。‬

‭（違約金）‬
‭第７条　甲は、乙の責めに帰すべき理由により契約を解除したときは、違約金を徴収する。‬
‭２　前項の違約金の額は、契約金額の１００分の１０に相当する金額とし、この違約金の徴‬

‭収は、甲の損害賠償の請求を妨げない。‬
‭（補則）‬

‭第８条　前各条に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、大分県契約‬
‭事務規則（昭和３９年大分県規則第２２号）に定めるところによる。‬
‭（協議）‬

‭第９条　この契約書に約定していない事項について約定する必要が生じたとき、又はこの契‬
‭約書に約定する事項について疑義のあるときは、その都度甲、乙協議して定める。‬



‭この契約が成立したことを証するため、この契約書２通を作成し、当事者記名押印のう‬
‭え、各自１通を保持する。‬

‭令和　８年　　月　　日‬

‭　　甲‬
‭　　　住所　　大分市上野丘2丁目10-12‬
‭　　　　　　　大分県教育庁遠隔教育配信センター‬
‭　　　　　　　所長　　　　　　　　　　　　　  ㊞‬

‭　　乙‬
‭　　住所‬
‭　　商号又は名称　‬

‭　　　 代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　  ㊞‬


